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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社

宮

栃
木
県
宇
都
宮
市

一
条
二
丁
目
七
の

二
四

通
所
介
護

弘
前
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

み
や
ス
マ
イ
ル

弘
前
市
神
田
一
丁

目
六
の
三

平
成

��

･

�･

��

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社

宮

栃
木
県
宇
都
宮
市

一
条
二
丁
目
七
の

二
四

介
護
予
防

通
所
介
護

弘
前
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

み
や
ス
マ
イ
ル

弘
前
市
神
田
一
丁

目
六
の
三

平
成
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･
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青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
更
生
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
三
十
一
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一

居
宅
介
護

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
弘
前
城
東

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
城
東
中
央

五
丁
目
一
の
一
〇

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社

イ
リ
エ

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
三
六
六
の

六

居
宅
介
護

い
り
え
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

青
森
市
大
字
横
内

字
亀
井
二
五
の
一

〃

株
式
会
社

イ
リ
エ

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
三
六
六
の

六

外
出
介
護

い
り
え
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

青
森
市
大
字
横
内

字
亀
井
二
五
の
一

〃

株
式
会
社

ハ
ー
ト
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
四
の
一
六
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
東
造

道
一
〇
二
号

居
宅
介
護

株
式
会
社
ハ
ー

ト
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
四
の
一
六
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
東
造

道
一
〇
二
号

〃

社
会
福
祉

法
人
俊
公

会

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
尻
引
前
山
三

一
の
二
二
五

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

チ
ャ
レ
ン
ジ
ド

キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー

ス

オ
ハ
ナ

三
沢
市
鹿
中
四
丁

目
一
四
五
の
六
八

五

〃

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

小
成

嘉
誉

医
療
法
人
十
和
田

東
ク
リ
ニ
ッ
ク
下

田
東
ク
リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
鶉
久
保
一
の
六

整
形
外
科

(

肢
体
不

自
由)

平
成

��･

�･

�

山
�

義
人

公
立
野
辺
地
病
院

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

〃

中
田

善
博

弘
前
市
立
病
院

弘
前
市
大
字
大
町

三
丁
目
八
の
一

〃

〃

吉
田

淳

弘
前
大
学
医
学
部

附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
外
科

(

直
腸

機
能
障
害
、
小
腸
機

能
障
害
、
ぼ
う
こ
う

機
能
障
害)

〃

藤
本

幸
士

弘
前
大
学
医
学
部

附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

循
環
器
科
、
呼
吸
器

科
、
腎
臓
内
科

(

呼

吸
器
機
能
障
害)

〃

細
川

隆
史

十
和
田
眼
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

十
和
田
市
稲
生
町

一
五
の
三
六

眼
科

(

視
覚
障
害)

〃

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

清
岳
園
そ
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字
高
森
五
七
の

七

平
成
��･

�･

�
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第
二
号
の
表
中

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
藤
代
支

弘
前
市
大
字
浜
の
町
西
三
丁
目

店

及
び

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
三
世
寺

弘
前
市
大
字
三
世
寺

支
店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
高
杉
支

弘
前
市
大
字
高
杉

を
削
り
、

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
北

弘
前
市
大
字
鬼
沢

を

支
店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
北

弘
前
市
大
字
青
女
子

に
改
め
、

支
店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
新
和
支

弘
前
市
大
字
種
市

店

、

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
三
和
支

弘
前
市
大
字
三
和

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
養
正
支

弘
前
市
大
字
清
野
袋
二
丁
目

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
外
崎
支

弘
前
市
大
字
豊
田
一
丁
目

、

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
堀
越
支

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
千
年
第

弘
前
市
大
字
狼
森

及
び

一
支
店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
鳥
井
野

弘
前
市
大
字
鳥
井
野

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
百
沢
支

弘
前
市
大
字
百
沢

を
削
り
、

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
駒
越
支

弘
前
市
大
字
藤
代

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
大
鰐
支

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐

を

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
大
鰐
支

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長
峰

に
改
め
、

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
長
峰
支

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長
峰

店

を
削
り
、

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
古
懸
支

平
川
市
碇
ヶ
関
古
懸
南
不
動
野

店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
碇
ヶ
関

平
川
市
碇
ヶ
関

を

支
店

｣

｢

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
碇
ヶ
関

平
川
市
碇
ヶ
関
阿
原

に
改
め
る
。

支
店

｣

青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

弘
前
市
大
字
五
代
字
早
稲
田
五
〇
九
の
一

２

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

弘
前
市
大
字
五
代
字
前
田
三
〇
六
の
一
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 	�
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青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ

た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
大
鰐
三
七
の
五

２

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
長
峰
字
前
田
三
三
六
の
一

公

告

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八

年
九
月
一
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申
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